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全体スケジュール

福岡市保健福祉審議会へ諮問

障がい者保健福祉専門分科会①

・第４期福岡市障がい福祉計画の策定について

・第４期障害福祉計画に係る基本指針について（国の資料）

・第３次障害者基本計画について（国の資料）国の第４期障害福祉計画に係る

基本指針告示（予定）

障がい者保健福祉専門分科会②

・各施策の現状と課題について
福岡市障がい児・者等実態調査について

第3期福岡市障がい者保健福祉計画の進捗状況について

障がい者等地域生活支援協議会からの提言について

・第4期福岡市障がい福祉計画について

障がい者保健福祉専門分科会③

・第4期福岡市障がい福祉計画

成果目標（数値目標）及び活動指標（障がい福祉サービ

ス等の見込量）について

障がい者保健福祉専門分科会④

・第4期福岡市障がい福祉計画

成果目標（数値目標）及び活動指標（障がい福祉サービ

ス等の見込量）について

障がい者保健福祉専門分科会⑥ ・第４期福岡市障がい福祉計画（答申案）について

障がい者保健福祉専門分科会⑤予定

・福岡市保健福祉総合計画 （総論）の審議 第２回

（福岡市障がい者計画部分）

・福岡市保健福祉総合計画 （総論）の審議 第１回

（福岡市障がい者計画部分）

福岡市長への答申

第２委員会報告

パブリック・コメント実施

計画策定

障がい者保健福祉専門分科会（予備）

平成２６年７月１４日 第２回障がい者保健福祉専門分科会

【参考資料１】 障がい保健福祉専門分科会スケジュール

障がい者保健福祉専門分科会⑦予定



 資料３ 計画の審議体制及び審議の流れ 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

計画の性格と記載事項等 審議体制（検討する分科会）

○障がい者保健福祉専門分科会

■市町村介護保険事業計画
　保険給付の円滑な実施のために，3年間を1期として策定する計画

　○日常生活圏域の設定
　○各年度における種類ごとの介護サービスの量の見込み
　○各年度における必要定員総数
　○各年度における地域支援事業の量の見込み

○高齢者保健福祉専門分科会

■市町村障害福祉計画
　障害福祉サービス等の提供体制及び自立支援給付等の円滑な実施を確保するため，
　3年を1期として策定する計画

　○各年度における障害福祉ｻｰﾋﾞｽ・相談支援の種類ごとの必要な量の見込み
　○障害福祉ｻｰﾋﾞｽ・相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策
　○地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項

○障がい者保健福祉専門分科会

福岡市保健福祉審議会

計画の名称

※健康増進法に基づく市町村健康増進計画は，平成25年度に策定済み。（健康日本21福岡市計画【計画期間：平成25年度～32年度】）

4月～～3月
平成28年度平成27年度

■福祉のまちづくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る
　基本となる計画

■市町村地域福祉計画
　地域福祉の推進に関する事項を一体的に定める計画

■市町村老人福祉計画
　老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業の供給体制の
　確保に関する計画

■市町村障害者計画
　市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画

平成26年度平成25年度

○地域保健福祉専門分科会
　　及び
　　高齢者保健福祉専門分科会
　　の合同分科会

第６期福岡市介護保険事業計画

（計画期間：H27～29）

第４期福岡市障がい福祉計画

（計画期間：H27～29）

福岡市保健福祉総合計画

（計画期間：H28～32）
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委
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改
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保険料の設定

将来のあるべき姿の検討

(1)福岡市保健福祉総合計画の改定に当たっての「福岡市保健福祉審議会」の役割 
 

 ○現在の福岡市保健福祉総合計画（計画期間：平成23年度～27年度）を改定するため，平成27年度末までに計画案を取りまとめて市長へ答申する。 
  ※次期保健福祉総合計画は，市町村地域福祉計画のほか，市町村老人福祉計画及び市町村障害者計画を一体化した計画とする。 

  ・「高齢者や障がいのある人をはじめすべての市民が一人の人間として尊重され，住み慣れた家庭や地域で安心して暮らし続けることができるハード・ソフト両面に調和のとれた 

   健康福祉のまち」の実現をめざし，従来，別々に策定していた福岡市保健福祉総合計画，福岡市高齢者保健福祉計画，福岡市障がい保健福祉計画の構成を見直す。 

 ○総合計画の高齢者施策は地域保健福祉専門分科会と高齢者保健福祉専門分科会の合同分科会で，障がい者施策は障がい者保健福祉専門分科会で，それぞれ議論する。 

 ○審議会の正副委員長及び３分科会の正副分科会長で組織する，各分科会での審議経過等に関する連絡調整を行う「調整会議」を設ける。 

(2)介護保険等サービス量を決定するための法定計画については，従来どおり，各専門分科会で審議 

 ○高齢者保健福祉専門分科会 

  ・第6期福岡市介護保険事業計画（計画期間：平成27年度～29年度）を策定するため，平成26年度末までに計画案を取りまとめて市長へ答申する。 

 ○障がい者保健福祉専門分科会 

  ・第4期福岡市障がい福祉計画（計画期間：平成27年度～29年度）を策定するため，平成26年度末までに計画案を取りまとめて市長へ答申する。 
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■福岡市保健福祉総合計画改定のための保健福祉審議会等スケジュール 

①地域保健福祉専門分科会及び高齢者保健福祉専門分科会の合同分科会を開催する。 

②正副委員長及び各分科会の正副会長で構成する調整会議を設置し，分科会間の連絡調整を図る。 

 

 

  機関 

 

年度 

 福岡市 

保健福祉審議会(総会) 地域保健福祉専門分科会・高齢者保健福祉専門分科会 

【①合同分科会の開催】 

障がい者保健福祉専門分科会 

26
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・分科会⑤ 

 パブリック・コメント意見等を反映した答申案 

 

・諮問 

・委員改選（任期：H27.3.1～H30.2.28） 
・正副委員長の互選 

・各分科会委員の指名 

・意識調査の実施 

・将来のあるべき姿の検討 

 

→総論に関する事務局案作成 

・答申案策定 

・保健福祉総合計画の改定 

・市長への答申 

・パブリック・コメント実施 

・合同分科会⑤ 

 パブリック・コメント意見等を反映した答申案 

※地域福祉計画，老人福祉計画部分【合同分科会の開催】 

 

・合同分科会① 

  

・合同分科会② 

  

・合同分科会③ 

  

・合同分科会④ 

 パブリック･コメント案のとりまとめ 

※市町村障害者計画部分 

 

・分科会① 

 

・分科会② 

 

・分科会③ 

 

・分科会④ 

パブリック･コメント案のとりまとめ 

各論について 

提案 

※市町村障害者計画部分 

 

・分科会① 

 

・分科会② 

②調整会議の設置【※各分科会での審議経過等に関する連絡調整】 

 
※地域福祉計画，老人福祉計画部分【合同分科会の開催】 

 

・合同分科会① 

 

・合同分科会② 

総論（あるべき姿，将来的に 

必要となる施策の方向性等） 

について 

総論（あるべき姿，将来的に 

必要となる施策の方向性等） 

について 

各論について 
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